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はじめに 
 
我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に
鑑み、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備に、国、
地方公共団体、事業主など、様々な主体が社会を挙げて取り組んでいくため、平成
15 年 7 月に「次世代育成支援対策推進法」1（以下、「法」という。）が公布されまし
た。 
 
この法に基づき、本市においても、地域における次世代育成支援のために、「尼崎
市次世代育成支援対策推進行動計画（わいわいキッズプランあまがさき）」2を策定し
たところです。一方、事業主3の立場としては、自らの職員の子どもたちの健やかな
育成や仕事と家庭の両立のための役割を率先して実行し、民間の事業主が行う次世代
育成支援対策の模範となるべく、平成 17 年度より、「尼崎市特定事業主行動計画」を
策定していますが、このたび、同計画の進捗状況を検証し、同計画の後期計画を策定
するものです。 
 
本計画では、事業主の責任のもとに、勤務条件をはじめとする職場環境の整備や改
善、男女の区別なく職業生活と家庭生活の両立が重要であるという意識の醸成、職場
全体で子育て世代の職員を支えることのできる風土づくり等を今後計画的に行って
いくことを明らかにしています。 

 
更に、今後の本市の状況を踏まえる中で、この計画を通じて、仕事に対する能率化、

効率化の取組や、職員一人ひとりの能力の更なる活用にも取り組み、将来の組織の活
性化にも結びつけていきたいと考えています。 

 
職員の皆さんは、この計画を子育てを行う職員だけの計画と捉えるのではなく、全
員が担い手であるという自覚をもって、計画の達成のために、身近なところから主体
的に環境改善や意識改革に取り組んでいただくことを望むものです。 
 
 なお、この計画の推進にあたっては、本市の各任命権者が各職場における勤務の形
態や条件等を踏まえて実施していきます。 
また、本計画は、広く市民の皆さんにも公表や普及を行っていきますので、職員の
皆さんは、計画の趣旨を認識いただき、市民への対応や各種施策等を通じて、その発
想が活かせるよう心がけてください。
                                                  
1 平成１５年７月１６日法律第１２０号 
2 法第８条１項 「市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び
事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の
確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に
適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世
代育成支援対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を策定するものとする。」 
3 市長部局及び各任命権者 
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Ⅰ 尼崎市特定事業主行動計画の概要及び考え方について 

 

１ 計画期間 

平成 22 年度から平成 26 年度の 5年間 

（平成 17 年度から平成 26 年度（法期限）の 10 年間のうちの後期期間） 

 

２ 計画の重点枠組み 

尼崎市特定事業主行動計画推進小委員会や職員アンケート4の結果により、できる

限り職員の意見を参考にする中で、以下の重点フレームを基本に各種施策を立案し、

それを、国の行動計画策定指針（八 特定事業主行動計画の内容に関する事項）5に

掲げられた事項単位に体系付けて整理する。（Ⅱ 計画体系 参照） 

 

⑴ 職場全体が次世代育成や子育てに理解を示せる環境づくり 

（趣旨） 

本市職員の年齢構成を踏まえ、仕事と子育てに関する考え方の共通理解に重点

を置き、日々の仕事と同様に、次世代育成のために職員が担う役割は大きいとい

う意識を醸成する。 

  （主な具体的方策） 

・ これまでの管理職に対する研修に加え、新規採用職員等に対する研修の中に

も次世代育成に関する内容を盛り込む。なお、後期計画策定に伴い、全課長を

対象とした研修及び職場への伝達研修を実施する。 

・ 次世代育成支援ハンドブックの周知の促進 

 

⑵ 男性の家事や子育てへの積極的な参加のための支援 

（趣旨） 

                                                  
4 尼崎市特定事業主行動計画策定のためのアンケート調査（平成２２年９月 尼崎市特定事業主
行動計画推進委員会） 
5 行動計画策定指針（平成１５年８月２２日（国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第１号） 
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男性職員が家事や子育てへ積極的に参加していくことは、女性の積極的な社会

参加にもつながるものであり、共働き世帯の女性の家事負担が極端に高いという

現実を踏まえる中で、男性の家事や子育てへの参加を誘導する対策を講じる。ま

た、現在ほとんど取得例のない男性職員の育児休業の取得の奨励策について、積

極的に取り組んでいく。 

 

（主な具体的方策） 

・ 男性職員の育児休業の取得促進 

・ 男性職員の育児のための休暇及び出産補助休暇の取得促進 

【計画期間中の到達目標】 

妻の妊娠から産後休暇までの期間で、当該男性職員の 70％以上が年次有給休
暇を含め、10 日以上の休暇を取得できるようにする。 
（平成 21 年度実績約 61.7％） 

 

 

 

 

⑶ 職業生活と家庭生活の両立が可能なキャリアアップのしくみづくり 

（趣旨） 

今後の本市の状況を踏まえ、簡素で効率的な組織を構築していく中で、子育て

中、子育て後を含めたすべての世代の職員の能力が発揮できる環境づくり、特に

女性職員についての能力活用の環境づくりに努め、女性職員の管理職の比率を高

めていく。 

  （主な具体的方策） 

・ 産前産後、育児休業期間及び育児休業からの復職時等の子育て期間中の能力

開発のためのサポート 

・ 現在の女性職員研修に加え、各世代の女性職員へのキャリア相談の実施 

・ 男性職員に対して家事や子育てへの積極的な参加促進 

  【計画期間中の到達目標】 

 性別や家族構成に関らず、家庭生活とキャリアアップの両立を図ることのでき
る環境づくりを推進することにより、女性の管理職（係長級以上）の登用を進
め、課長級以上の女性の管理職の割合を 10％以上とする。 
（平成 22 年 4 月 1 日現在約 5.5％） 
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⑷ 各種子育て支援のための制度が、誰でも、どんな職場でも、わかりやすく気軽

に取得できる環境づくり 

（趣旨） 

各種制度の充実にも増して、当該制度を活用しやすい環境づくりが重要であり、

また、各種制度の認知度についても不十分であることから、制度の活用に重点を

おいた以下のような取組を進める。さらに、子の看護休暇について、小学校就学

児童についても看護等を行っている実態を勘案し、制度の拡充を図る。 

（主な具体的方策） 

・ 各種休暇制度の申請に係る添付書類、手続き等の簡素化 

・ 突発的に家族の看護、介護が必要とされる職員への配慮 

・ 子育て等に係る諸制度をわかりやすく周知するための次世代育成支援ハンド

ブックの周知の促進 

・ 尼崎市行政事務支援システムを活用した情報提供、職員間の情報交換 

・ 子の看護休暇の拡充 

 

⑸ 勤務時間等の弾力化の取組 

（趣旨） 

保育施設等への対応等、子育て中の職員が職業生活と家庭生活を両立させやす

いよう、育児短時間勤務制度について平成 20 年 4 月から導入している。その取得

の奨励策について、積極的に取り組んでいく。 

（主な具体的方策） 

・ 育児短時間勤務制度の周知の促進 

 

 

⑹ 仕事の進め方の能率化・効率化を通じた計画的な年次有給休暇取得率の向上、

超過勤務時間の縮減 

（趣旨） 

年次有給休暇取得率の向上や超過勤務時間の縮減については、職員の福祉や健
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康の増進のため、かねてより取り組んできたところであるが、業務の負担増等に

より、際立った改善の方向は見られていない。コストや成果の観点から更なる事

務処理の見直しや、意識改革の推進を図るとともに、事務分担の協力体制を強化

することにより、年次有給休暇取得率の向上や超過勤務時間の縮減を目指し、家

庭での時間をより多く持てるようにしていく。 

なお、当該取組における管理監督者の責任についても改めて徹底を図っていく。 

（主な具体的方策） 

・ 各職員が年度当初に年間 5日間のイベント年次有給 

休暇を設定 

・ 子育て中の職員の超過勤務の免除等の周知の促進 

・ 連続休暇の取得促進 

・ 夏季期間中において 6 日の夏季休暇に加え、3 日以上の年次有給休暇の取得

促進 

  【計画期間中の到達目標】 

年次有給休暇について、職員1人あたりの平均取得日数を2日増やすとともに、
特に 5日未満の取得実績の職員をなくす。 
（平成21年度実績 平均取得日数約13.9日、5日未満の取得者割合約13.8％） 

 

 

 

 

⑺ 子育てに配慮した人事配置 

（趣旨） 

人事配置については、これまでも自己申告書や所属長を通じての情報により行

われてきたが、今後、子育ての状況についてもより積極的に把握し、配置につい

て、職員の意思を確認する工夫を行うことなどにより、可能な限り子育てに配慮

した人事配置に努める。 

（主な具体的方策） 

・ 自己申告書や評定者面接等の更なる活用について、所属長や職員に周知して

いく。 
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⑻ その他 

・ 庁内託児施設設置の有効性や必要性 

・ 庁内における子育てバリアフリー6

  ・ 子ども・子育てに関する地域貢献活動7

以上の課題について、一部実施できている項目はあるが、引き続き検討を行って

いく。 

 

３ 計画の推進体制 

尼崎市特定事業主行動計画推進委員会において、計画の進捗状況の把握、計画の

見直しの検討、職員からの意見募集、研修、相談（苦情処理）等を行う。 

 

４ その他 

 ⑴ 臨時的任用職員及び非常勤嘱託員の取扱い 

本市で働く臨時的任用職員及び非常勤嘱託員についても、法及び本計画の精神

にのっとり、それぞれの休暇制度等の勤務条件を定めた各要綱の見直し等、職業

生活と家庭生活の両立について積極的に支援する環境を整備していく。 

⑵ 計画の市民への周知について 

本計画については、広く市民や事業者に周知し、市全体の次世代育成支援にも

資するため、市報あまがさきやホームページ等において広く公表していく。 

 

  以 上    

                                                  
6 公共施設への託児室、授乳コーナー、乳幼児に配慮したトイレの設置促進等、子育てを支援す
る環境の整備 
7 子ども、子育てに関する地域団体等の活動への職員の積極的な参加の支援や、子どもの職場見
学の実施、子どもが参加する地域行事等への庁舎内施設等の提供など。 
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実施方法等 実施予定時期 進捗状況

母性保護及び母性健康管理の観点から設けられてい
る特別休暇等の制度について周知徹底を図る。

次世代育成支援ハンドブックの作成によ
り周知を図る。

平成17年12月
作成済
（平成18年4月～）

妊娠中の職員に対しては、原則として、超過勤務を
命じないようにする。

妊娠中の職員に対して、原則として超過
勤務を命じないようにし、やむを得ず超
過勤務を命じる場合は本人の承諾を得
る。

平成17年度当初

次世代育成支援ハン
ドブックにより周知
済（平成18年4月～）

出産や育児休業中に係る手当金の支給やその他掛金
の免除等について周知徹底を図る。

次世代育成支援ハンドブックの作成によ
り周知を図る。

平成17年12月
作成済
（平成18年4月～）

子育てによる悩みなどのメンタルヘルス相談を実施
する。

現在、実施しているメンタルヘルス相談
の充実を図る。

平成17年度当初
カウンセラー及び精
神科医師による相談
事業を実施済。

育児休業及び部分休業を取得しやすい職場環境を作
る。

事務事業の進行管理に常に努める中で、
事務分担の見直しなど相互応援体制を図
る。

平成17年度当初

職員アンケートで
は、約7割が「相互応
援体制がある程度築
けていると思う」以
上の回答

管理職に対する研修の中に、次世代育成に関する内
容を盛り込む。

管理職に対する研修の中に、次世代育成
に関する内容を盛り込むことにより、育
児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲
気を醸成する。

平成17年度中
実施済
（平成18年度～）

実施方法等 実施予定時期 進捗状況

妻の産前産後期間中に「男性職員の育児
参加のための休暇」の導入を行う。

平成17年10月 導入済
（平成17年10月～）

出産補助休暇取得に係る事由の拡大及び
時間単位での取得について制度を整備す
る。

平成17年10月 整備済
（平成17年10月～）

女性職員に限定していた対象をその必要
性を踏まえ、男性職員も取得できるよう
にする。

平成17年10月 整備済
（平成17年10月～）

●　計画体系別による進捗状況
（水色部分は前期計画期間中に実施済の項目。白抜部分は後期計画期間中も引き続き検討等を要する項目）

１　職場全体が次世代育成や子育てに理解を示せる環境づくり

内　容

内　容

２　男性の家事や子育てへの積極的な参加のための支援

(1)　妊娠中及び出産後における配慮

　→　以上の取組により、妻の妊娠から産後休暇までの期間で、当該男性職員の70％以上が年次有給休暇を
　　含め、10日以上の休暇を取得できるようにする。（平成21年度実績約61.7％）
　　　（目標達成年度　平成26年度）

出産補助休暇の事由拡大及び取得単位の細分化を行
う。

(3)　管理職に対する研修の実施

男性職員にも育児時間が取得できるようにする。

(2)　育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成

父親が子どもの出産等に伴い、5日間の休暇が取得でき
るようにする。
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実施方法等 実施予定時期 進捗状況

電子メールや郵便等による定期的な情報
提供についてルール化する。

平成17年10月 実施済
（平成17年12月～）

各所属において復職時から1月以内に実施
する。

平成17年度当初 実施済
（平成17年7月～）

キャリア相談員を職員から募集し、各世
代の女性職員の相談に応じる。

平成17年12月 検討中

実施方法等 実施予定時期 進捗状況

次世代育成支援ハンドブックの作成によ
り周知を図る。

平成17年12月
作成済
（平成18年4月～）

各職場において、各担当職務の共有化を
図る中で、職員間の相互協力体制を図っ
ていく。

平成17年度当初

職員アンケートで
は、約7割が「相互応
援体制がある程度築
けていると思う」以
上の回答

次世代育成支援ハンドブックの作成によ
り周知を図る。

平成17年12月
作成済
（平成18年4月～）

各種休暇制度を再検討する中で、各種手
続きの簡素化について検討する。

平成17年12月 整備済
（平成22年6月～）

小学校就学の始期に達するまでの子の病
気やケガの看護のため、「子の看護休
暇」を導入し、簡素な手続で取得できる
ようにする。

平成17年10月 導入済
（平成17年10月～）

実施方法等 実施予定時期 進捗状況

保育所への送迎時間等を勘案する中で、
勤務の割振りについて、可能な範囲で配
慮を行うよう所属長に対し、周知を図
る。

平成18年度当初

新任課長等に対して
行動計画の内容の研
修を実施済
（平成18年4月～）

制度化により得られる効果や問題点等を
勘案する中で検討を行う。

平成17年度中
育児短時間勤務制度
の導入済
（平成20年4月～）

各種休暇制度を再検討する中で、取得単
位の細分化について検討する。

平成17年度中 整備済
（平成17年10月～）

各種休暇等について、取得単位の細分化（時間単位の
取得等）について検討する。

内　容

突発的に家族の看護、介護が必要とされる職員への配
慮を行う。

小学校就学の始期に達するまでの子を看護するため、
簡素な手続で休暇を取得できるようにする。

４　各種子育て支援のための制度が、誰でも、どんな職場でも、わかりやすく気軽に取得できる環境づくり

５　勤務時間の弾力化の取組

内　容

産前産後休暇中や育児休業中の職員に対して、その期
間中、広報誌や通知文等の送付などを行う。

育児休業等復職時におけるＯＪＴ研修等を実施する。

各世代の女性職員へのキャリア相談制度を創設する。

変則勤務を行っている職場においては、保育所送迎等
を行う職員に配慮した勤務時間の割振りを行う。

→　以上の取組により、課長級以上の女性の管理職の割合を10％以上とする。(平成22年4月1日現在約5.5％)
　　　（目標達成年度　平成26年度）

各種休暇制度の申請に係る手続きや添付書類等につい
て簡素化を図る。

早出遅出勤務・短時間勤務・代休の時間取得の制度化
について検討する。

内　容

育児休業及び部分休業に関する資料を所属に配付し、
周知を図るとともに、取得の促進を図る。

小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深
夜勤務及び超過勤務の制限の制度について周知徹底を
図る。

３　職業生活と家庭生活の両立が可能なキャリアアップの仕組みづくり
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実施方法等 実施予定時期 進捗状況

定期的に休暇の取得促進を徹底させ、職場の意識改
革を行う。

所属長に対して、所属職員の年次有給休
暇の取得状況を把握させ、計画的な取得
を指導させる。

平成17年度当初
年に2回、年休取得促
進の通知を実施済。
（平成17年4月～）

各所属において、毎月、休暇計画表を作成し、計画
的な年次有給休暇の取得促進を図る。

「年次有給休暇等整理表」を作成し各所
属での活用をＰＲする。

平成17年度当初
年休取得促進の通知
と同時期にＰＲを実
施済。

安心して年次有給休暇が取得できるよう、事務処理
についての当該所属内における、相互応援体制を図
る。

事務処理については、当該所属におい
て、事務事業の進行管理を行う中で、相
互応援体制を図る。

平成17年度当初

職員アンケートで
は、約7割が「相互応
援体制がある程度築
けていると思う」以
上の回答

休暇制度等の取得方法や用件等について周知徹底を
図り、併せて手続の簡素化を図り、休暇等を取得し
やすい環境の醸成を図る。

休暇取得に係る手続きの簡素化を行い、
次世代育成支援ハンドブックの作成によ
り周知を図る。

平成17年12月
ハンドブックは作成
済。簡素化について
は整備済。

年度当初に5日間のイベント年次有給休暇を設定す
る。

職員やその家族の誕生日、結婚記念日な
ど、家族の記念日等における5日間の年次
有給休暇を年度当初に設定することと
し、取得の促進を図る。

平成18年度当初
導入済。さらに取得
促進の通知を実施
済。

月曜日、金曜日に休暇を取得することや、ゴールデ
ンウィークや夏季休養期間等を活用することによ
り、連続休暇の取得を促進する。

積極的な周知方法の工夫や「年次有給休
暇等整理表」の活用により、連続休暇の
取得の促進を図る。

平成17年度当初
年休取得促進の通知
と同時期にＰＲを実
施済。

毎週月・水曜日の定時退庁日の実施を徹底し、所属
長による定時退庁の率先垂範を行い、併せて各所属
における超過勤務縮減の有効な取組み事例などを紹
介し、意識啓発を図る。

定時退庁を促す所属長あてのメールや定
時退庁日の啓発放送内容のリニューアル
を行う。

平成17年10月 有効な実例を参考に
強化を検討中

超過勤務縮減の必要性などについて研修会を実施す
る。

長時間超過勤務者及びその所属長との面
接を実施するとともに、健康管理及び家
庭生活の重要性の観点から研修会を実施
する。

平成17年度中

長時間超過勤務者に
対する本人面接及び
所属長の産業医面接
の実施済。

子育て中の職員に対する超過勤務命令に一定の配慮
を行う。

子育て中の職員の休日の8時間以上の勤務
は原則命じないこととする。また、子育
て中の職員の超過勤務命令簿に、「子」
印を朱字表示するなどの方法により命令
者に注意喚起を行う。

平成17年10月
ハンドブックを作
成・周知済。

超過勤務時間の上限の月30時間・年間360時間につ
いて周知を図り、著しく超過勤務時間の多い所属に
対し、ヒアリングを行うことにより注意喚起を行
う。

各所属の超過勤務状況を把握し、超過勤
務の多い所属に対してヒアリングや是正
の指導を実施する。

平成18年度中

各局総務課を通じ、各所
属の超過勤務状況を報
告。対象となる所属長及
び対象者への産業医面接
を実施済。

　→　以上の取組により、年次有給休暇について、職員1人あたりの平均取得日数を2日増やすとともに、特に5日未満の
　　取得実績の職員をなくす。（平成21年度実績　平均取得日数約13.9日、5日未満の取得者割合約13.8％）
　　　　（目標達成年度　平成26年度）

内　容

(2)　連続休暇等の取得の促進

(1)　計画的な年次有給休暇取得及び取得率の向上

(3)　超過勤務時間の縮減

６　仕事の進め方の能率化・効率化を通じた計画的な年次有給休暇取得率の向上、超過勤務時間の縮減
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実施方法等 実施予定時期 進捗状況

育児休業に伴う欠員については、当該所
属において、事務分担の見直しを行う中
で、臨時的任用職員等による対応を行
う。

平成17年度当初 整備済

自己申告書等の活用や、所属長や職員へ
の周知を図り、子育て環境の把握や意向
の確認を行う。

平成18年度当初 整備済

実施方法等 実施予定時期 進捗状況

庁内託児施設についての研究を行う。
従来の保育機能以外の職員のニーズや公
費投入の妥当性等、その必要性について
の研究を行っていく。

－ 検討中

来庁者の多い部署において、乳幼児と一緒に利用で
きるトイレやベビーベッド、授乳室の設置等につい
ての検討を行う。

段階的な整備について検討する。 －
平成19年7月授乳室、
平成20年3月トイレを
整備済

子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親
切な応接対応等、ソフト面でのバリアフリーの取組
を推進する。

職場での接遇研修の実施などを通じ、職
員の意識啓発を行う。

平成17年度当初 接遇研修実施済

子どもが参加する地域活動や学習会等の行事に職員
が積極的な参加を行う。

行政支援システム等を活用し、情報提供
を行い、職員の積極的な参加を促してい
く。

平成18年度当初 ボランティア活動等
の参加促進済

●　後期計画により新たに取り組む内容

実施方法等 実施目標年度

「尼崎市特定事業主行動計画」及び「次世代育成支
援ハンドブック」の認知度の向上を図ることによ
り、休暇等が取得しやすくなるよう職場環境の改善
を推進する。

各所属長に対して後期計画開始当初に研
修を実施し、各所属長から各所属職員へ
職場内研修を実施する。

平成23年度

子の看護休暇について、小学校就学児童についても
看護等を行っている実態を勘案し、制度の拡充を図
る。

現在の子の対象範囲である「小学校就学
前の子」について見直しを行う。

平成23年度

比較的休暇が取得しやすい夏季期間中の職場環境を
さらに充実させるため、現行以上の年次有給休暇の
取得促進を行う。

夏季期間中における年次有給休暇の取得
促進について、現行の1日以上から3日以
上に改める。

平成23年度

８　その他

７　子育てに配慮した人事配置

(2)　地域の子育て支援

(1)　庁内託児施設の研究

内　容

内　容

育児休業を取得しやすいよう、育児休業中の職員の代
替は、原則として確保する。

人事異動等については、可能な限り子育ての環境に配
慮する。

計画体系別による見直し

内　容

(1)　職場全体が次世代育成や子育てに理解を示せる環境づくり

(3)　仕事の進め方の能率化・効率化を通じた計画的な年次有給休暇取得率の向上、超過勤務時間の縮減

(2)　各種子育て支援のための制度が、誰でも、どんな職場でも、わかりやすく気軽に取得できる環境づくり
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参 考  
尼崎市特定事業主行動計画推進委員会委員 

 平成 22 年度 

委員長 人事管理室長     安福 章 

委員 人事担当課長     中嶋 成介 交通局総務課長    梅山 耕一郎 

委員 行政管理担当課長   新家 謙和 教育委員会職員課長  牧  直宏 

委員 給与担当課長     佐々木 修 福祉課主事      玉城 勝太郎 

委員 消防局総務課長    河本 博志 保護第２担当主事   村澤 慶子 

委員 水道局管理課長    中嶋 崇裕  

 

尼崎市特定事業主行動計画推進小委員会委員 

高野 尚樹  水道局工務課主任 玉城 勝太郎   福祉課主事 

中  一代  国保年金担当主任 村澤 慶子    保護第２担当主事 

並川 真也  会計管理室主事 櫻井 直宏    水道局管理課書記 

安積 雅子  総務局総務課主事 清水 徹     交通局総務課係長 

島崎 恭一  消防局総務課消防士長 小椋 ひろみ   教育委員会職員課主任 

黒田 由紀  人事担当主事 松田 登     行政管理担当係長 

 

【後期行動計画策定経過】 

尼崎市特定事業主行動計画推進委員会 

開催回 開催年月日 検討内容等 

第 1回 平成 22 年 8 月 6日 前期行動計画の結果報告について 

職員アンケートの実施について 

第 2回 平成 22 年 9 月 13 日 職員アンケートの結果について 

第 3回 平成 23 年 1 月 4日 後期行動計画の内容について 

尼崎市特定事業主行動計画推進小委員会 

開催回 開催年月日 検討内容等 

第 1回 平成 22 年 9 月 24 日 後期行動計画の策定について 

職員アンケートの結果について 

第 2回 平成 22 年 10 月 15 日 前期行動計画の問題点について 

後期行動計画の内容について 

第 3回 平成 22 年 12 月 7 日 後期行動計画の素案について 

その他 

内容 期間等 内容等 

行動計画推進

小委員会構成

員の公募 

平成 22 年 8 月 11 日 

～ 

平成 22 年 8 月 24 日 

子育て中の職員、子育て未経験の職員から男女各 1

名募集 

 

職員アンケー

トの実施 

平成 22 年 8 月 11 日 

～ 

平成 22 年 8 月 24 日 

年代、性別、役職で分類した職員の中からそれぞれ、

約 3割、960 名に配付。 

回収率 60.6％ 
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資 料 編 
～職員アンケート結果～ 

 

 



参 考 
尼崎市特定事業主行動計画策定のための職員アンケート調査（仕事と子育ての両立

等に関する職員アンケート）の実施結果の概要について 
 

１ 調査の目的 

次世代育成支援対策推進法※に基づく尼崎市特定事業主行動計画※の策定にあたり、職員の意識や意見

を調査し、計画に反映させるため、全庁的なアンケート調査を行ったもの。 

 

２ アンケートの内容 

(1)  実施期間 

平成２２年８月１１日（水）～８月２４日（火） 

(2)  アンケート内容 

別添のとおり 

(3)  調査方法 

ア 郵送（電子メール及び庁内便）方式により実施 

イ 調査対象職員 

再任用、教育職並びに水道局及び交通局を除く全職員の中から、層化無作為抽出方式により対象者

を選定した。（組織全体で次世代育成支援を行うという観点から、調査対象は子育て世代に限らず、

全職員を対象とする。） 

具体的には、次表のとおり職員を分類し、各１７層の職員の中からそれぞれ約３割（計９６０人）

を無作為抽出した。 

 

 

 

 

 

 

ウ 総回答者数 

５８２名（男４０３人 女１７２人 不明７人） 

 
３ アンケート結果 
  別添集計表のとおり 
  （アンケート結果の概要については次ページのとおり） 
 
 
 
 
 

 

男 女 男 女 男 女
～２０代 1 5
３０代 2 6 9 12
４０代 3 7 10 13 15
５０代～ 4 8 11 14 16

17

１級～主任 補佐・係長級 局長・部長・課長級
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アンケート結果の概要 
 
 

「特定事業主行動計画」を知っている職員は、２７％であり、そのうち、３６％の職員が「計画内容は良

いが実行するのは難しい」と感じている。  問２４・問２４-２

「子の看護休暇」の子の対象範囲について、約４割の職員が中学校就学前までにすべきと考えている。 
（「子の看護休暇」の付与日数並びに「短期の介護休暇」の要介護者の範囲及び付与日数については、現行の

ままでよいと考えている職員の割合が高い。）  問２１～問２１-４

子育て関連の各種制度についての認知度は、制度によって開きがある。（例 産前産後休暇の認知度９１％ 

部分休業の認知度４０％）  問２０

男性の育児休業については、趣旨はわかるが、現状の職場風土では受け入れられないという消極的な意見

が多い  問１８

育児休業を断念した（将来断念する）理由としては、個人的理由よりも、職場、同僚、担当業務への影響

を理由とした回答の方が多い  問１５

共働き世帯における、家事と仕事の両立について、７７％の職員が妻の方が負担が大きいと回答している。

（夫の方が負担が大きいとの回答は２％） 問１２

子育て中の同僚や部下に対し、約８割の職員が何らかの配慮や協力をしていると回答している一方、自分

自身が受けたと回答した職員は、約６割に止まっている。  問１０・１１

現在の職場環境（人事制度等）において、仕事と子育てのための条件が積極的に整備されていると評価し

ている職員は、６１％  問９

職場環境や風土が男性中心であると評価している割合は、男性の方が高く、その中に、なお性差別が残る

と評価している割合は、女性の方が高い  問７・８

仕事と家庭の男女それぞれのあるべき望ましい姿の一位は、共に仕事と家庭の両立（男７１％ 女５４％）

である一方、仕事に専念・優先すべきである（男２０％ 女１％）、家庭に専念・優先すべきである（男４％ 

女４０％）には、極端な違いが見られた    問６

男性職員の配偶者（女性）の約８割が、無職又はパート・アルバイト 
女性職員の配偶者（男性）（フルタイム就業率９０％）の約５割が、公務労働者   問４－２

総回収率は６０．６％（男性６１．６％ 女性５６．２％） 問１

将来子育てを予定している男子職員の３２％が、自分が育児休業を取得したいと考えている。 問１４ｂ
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次世代育成支援対策推進法の概要 
  

我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環
境の整備を図るため、次世代育成支援対策について、基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針並びに
地方公共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進するために必要な措
置を講ずる。 
Ⅰ 概 要 

１ 目的、国・地方公共団体・事業主・国民の責務 等 
２ 基本理念 
  次世代育成支援対策は、保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本的認識の下に、家庭そ
の他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮し
て行われなければならないこととする。  

３ 行動計画 
⑴ 行動計画策定指針 主務大臣は、基本理念にのっとり、地方公共団体及び事業主が行動計画を策定するに当た
って拠るべき指針を策定すること。 
⑵ 地方公共団体の行動計画 市町村及び都道府県は、⑴の行動計画策定指針に即して、地域における子育て支援、
親子の健康の確保、教育環境の整備、子育て家庭に適した居住環境の確保、仕事と家庭の両立等について、目標、
目標達成のために講ずる措置の内容等を記載した行動計画を策定すること。  

⑶ 事業主の行動計画 
ア 一般事業主行動計画 
・事業主は、従業員の仕事と家庭の両立等に関し、⑴の行動計画策定指針に即して、目標、目標達成のために
事業主が講じる措置の内容等を記載した行動計画を策定すること。 
・事業主からの申請に基づき、行動計画に記載された目標を達成したこと等の基準に適合する一般事業主を認
定すること。 
・厚生労働大臣の承認を受けた中小事業主団体がその構成員からの委託を受けて労働者の募集に従事する場合
の職業安定法の特例を定めること。  
イ 特定事業主行動計画 
国及び地方公共団体の機関は、職員の仕事と家庭の両立等に関し、(1)の行動計画策定指針に即して、目標、

目標達成のために講じる措置の内容等を記載した行動計画を策定・公表すること。 
⑷ 次世代育成支援対策推進センター 
事業主の団体を「次世代育成支援対策推進センター」として指定し、行動計画の策定・実施を支援すること。 

⑸ 次世代育成支援対策地域協議会 
地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、次世代育成支
援対策地域協議会を組織することができること。 

Ⅱ 施行期日等 

公布の日から施行。ただし、概要の 3(1)の行動計画策定指針の策定は、平成 15 年 8 月 22 日から、概要の 3(2)
の地方公共団体の行動計画及び概要の 3(3)の事業主の行動計画の策定は平成 17 年 4 月 1 日から施行。なお、本法
は、平成 27 年 3 月 31 日までの時限立法である。 

 
（参 考） 
少子化対策 HP（厚生労働省） 
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/syousika/index.html

特定事業主行動計画に関する HP（厚生労働省） 
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/01/h0122-3.html

尼崎市特定事業主行動計画（現行の本市の行動計画） 
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/siyakusyo/genzai/025tokutei.html

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/syousika/index.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/01/h0122-3.html
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/siyakusyo/genzai/025tokutei.html
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問１　性別

問２　年齢層

問３　職務の級

尼崎市特定事業主行動計画策定のためのアンケート調査結果
（仕事と子育ての両立等に関する職員アンケート）

平成２２年９月　　尼崎市特定事業主行動計画推進委員会

56.2%

61.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

女

男

56.5%

59.9%

67.2%

57.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

50代～

40代

30代

～20代

78.3%

70.7%

54.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

課長～局長級

係長級、補佐級

～主任

【参考：前回】

37.4%

44.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

女

男

【参考：前回】

40.8%

37.4%

51.1%

37.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

50代～

40代

30代

～20代

【参考：前回】

48.4%

41.4%

39.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

課長～局長級

係長級、補佐級

～主任
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問３-２　所属

問４　配偶者の有無

問４-２　配偶者の就労状況

60.8%

56.8%

61.0%

60.5%

53.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

市長部局

交通局

水道局

消防局

教育委員会

442 134

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答数

有

無

339 86

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【参考：前回】

有

無

男性回答（女性配偶者）

10%

15%

0%

24%

51%

女性回答（男性配偶者）

36%

47%

6% 3%
8%

民間労働者

公務労働者

自営業

パート・アルバイト等

無職

【参考：前回】男性回答

7%

23%

2%

20%

48%

【参考：前回】女性回答

33%

45%

12%
5% 5% 民間労働者

公務労働者

自営業

パート・アルバイト等

無職
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問５　子の養育状況

問６　仕事と夫婦の望ましい姿について

【参考：前回】

 その他

・それぞれの家庭にそれぞれの理想形はある　１３件　等

問７　現在の職場環境や職場風土は、男性中心であると思うか

【参考：前回】

249 148 172

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

養育中

経験した

経験無

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性（夫）

女性（妻）

仕事に専念すべき

仕事を優先すべき

仕事と家庭を両立すべき

家庭を優先すべき

家庭に専念すべき

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

計
そう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

よくわからない

167 157 100

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【参考：前回】

養育中

経験した

経験無

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

仕事に専念すべきである

仕事を優先すべきである

仕事と家庭を両立すべきである

家庭を優先すべきである

家庭に専念すべきである

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

計

そう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

よくわからない
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問８　現在の職場環境や職場風土の中には、なお性差別が残っていると思うか

【参考：前回】

【参考：前回】

問９　現在の本市の職場環境（人事制度等）は、仕事と子育てのための条件が、積極
的に整備されていると思うか。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

計

そう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

よくわからない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

計

そう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

計
そう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

よくわからない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

計 そう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない
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問１０　子育て中の同僚や部下がいる場合、何らかの配慮や協力をしているか

【参考：前回】

（子育て中及び子育て経験者への設問）
問１１　自分自身が子育てを理由として、上司や同僚から何らかの配慮や協力を受けたか

【参考：前回】

（共働きで子育てをしている（いた）人への設問）
問１２　家庭と仕事の両立について、夫婦どちらに負担が大きいですか。

【参考：前回】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

管理職（係長級～）

一般職

計

している

ある程度している

あまりしていない

していない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計
受けた

ある程度受けた

あまり受けていない

受けていない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計

主に妻の方が負担が大きい

どちらともいえない

主に夫の方が負担が大きい

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

管理職

（係長級以上）

一般職

計

している

ある程度している

あまりしていない

していない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計

受けた

ある程度受けた

あまり受けていない

受けていない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

計

主に妻の方が負担が大きい

どちらともいえない

主に夫の方が負担が大きい
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その他

（子育て中及び子育て経験者への設問）
問１４ａ　育児休業の経験の有無

【参考：前回】

問１３　事業主行動計画をはじめとした、昨今の仕事と子育ての両立を職場自体が支
えていこうという動きについてどう思いますか。

・これまで以上に推進していくべきであり、社会保障の充実を図った上で事業主の責務を強化するなど、実効性の高い
政策が必要ではないか

・各事業主は、職員が仕事と家庭とを両立させることで、職員の離職等を防ぎ、それが事業主の利益になるため、積極
的に取り組むべきだ

・事業主行動計画も大切だと思うがそれ以外にも事業主として取り組まなければならない重要課題があるように思う
等

計

43%

27%

15%

10% 1% 4%

各事業主は社会

的使命として積極

的に取り組むべ

きだ

各事業主は労働者の意見を聞

きつつ、他の事業所等と比較し

て不十分な施策に重点を置い

て取り組むべきだ

各事業主は、それぞ

れの事情に応じて出

来る限りのことをすれ

ばよい

現状の諸制度、子育て環境

の枠組みの中での環境づく

りや意識改革につとめるこ

とが先決、過剰な促進策は

無意味

出産や子育ては個人の問題であ

り、国がこのような政策を行うこと自

体がそもそも間違っている

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男

女

計

取得したことがある

取得したことがない

当時は育児休業の制度がなかった

【参考：前回】

46%

26%

18%

7% 1%2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男

女

計

取得したことがある。

取得したことがない。

当時は育児休業の制度がなかった
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（既婚者で子育て未経験者及び将来結婚や子育てを考えている人への設問）
問１４ｂ　あなたは将来、育児をすることになれば育児休業を取得するつもりか

【参考：前回】

問１５　育児休業の取得に当たっての不安や抵抗又は断念した（断念する）理由

【参考：前回】

その他

・妻が育児に専念してくれたから。　　３件　

･育児休業を取得している方が周りにいない為、取得出来ない環境になっている。

・復帰後、子育てと仕事との両立ができるのかの不安があった。　　等

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男

女

計

取得するつもりである

取得するつもりはない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家計の収入

自分の担当業務への影響

職場や同僚への影響

上司の理解

やりがいのある仕事を中断することへの抵抗

将来の昇進等への不安

復帰後、職場環境や仕事になじめるかどうかの不安

職場の人間関係の悪化

仕事に関する知識・能力・技術等の低下

ある

多少ある

特にない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男

女

計

取得するつもりである。

取得するつもりはない。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家計の収入

自分の担当業務への影響

職場や同僚への影響

上司の理解

やりがいのある仕事を中断することへの抵抗

将来の昇進等への不安

復帰後、職場環境や仕事になじめるかどうかの不安

職場の人間関係の悪化

仕事に関する知識・能力・技術等の低下

ある

多少はある

特にない
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その他

・休業中の職務代行人員体制の強化。　　１２件

・日常業務に追われ取得できる状況にない。　２件

・育児休業中の職員の業務に関して他の職員が負担とならないような制度が必要。　　２件

・育児休業を取得する人への権利を主張するなら義務も果たすことの教育。

・上司、同僚の確実な支援、理解。　　等

問１７　男性でも育児休業が取得可能であることを知っているか

（男性でも育児休業可能を知っていると回答された方への設問）
問１７-2　配偶者が専業主婦（夫）であったとしても育児休業の取得が可能であることを知っているか

問１６　育児休業の取得を促進するために取り組むことが必要と思われる事項（複数回答）

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

業務遂行体制の工夫・見直し

職場の意識改革

休業期間中の経済的支援の拡大

育児休業等の制度の内容に関する情報提供

育児休業経験者の体験談等に関する情報提供

休業者に対する職場の状況に関する情報提供

職場復帰時の研修等の支援

532 33

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計

知っている

知らなかった

321 203

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計 知っている

知らなかった

0 50 100 150 200 250 300 350

業務遂行体制の工夫・見直し

職場の意識改革

休業期間中の経済的支援の拡大

育児休業等の制度の内容に関する情報提供

育児休業経験者の体験談等に関する情報提供

休業者に対する職場の状況に関する情報提供

職場復帰時の研修等の支援

【参考：前回】

330 80

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計

【参考：前回】

知っている

知らなかった
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問１８　男性が育児休業を取得することについてどう思うか（複数回答）

その他

・家庭の事情に応じて取得すればよい。　　１６件

・趣旨はわかるが、現状では男性の育児休業を受け入れる職場環境ではない。　　等

・個々の仕事や子育てに対する考え方により判断するべきだと思う。　２件

・配偶者が専業主婦であっても取得可能なのが理解できない。

0 50 100 150 200 250 300

男性の育児休業など、全く理解できない

趣旨はわかるが、育児の性別役割分担上、子どもにとって母親が休

むのが望ましい

趣旨はわかるが、現状では男性の育児休業を受け入れる職場風土

ではない

母親が育児休業を取得できない、止むを得ない事情なら、理解でき

る

仕事への影響が低い方が育児休業を取得すればよい

収入への影響が低い方が育児休業を取得すればよい

将来の昇進等に影響が少ない方が育児休業を取得すればよい

社会や職場の性別役割分担意識の解消のために、男性は積極的に

育児休業を取得すべきだ

【参考：前回】

0 50 100 150 200 250

男性の育児休業など、全く理解できない

趣旨はわかるが、育児の性別役割分担上、子どもにとって母親が休

むのが望ましい

趣旨はわかるが、現状では男性の育児休業を受け入れる職場風土

ではない

母親が育児休業を取得できない、止むを得ない事情なら、理解でき

る

仕事への影響が低い方が育児休業を取得すればよい

収入への影響が低い方が育児休業を取得すればよい

将来の昇進等に影響が少ない方が育児休業を取得すればよい

社会や職場の性別役割分担意識の解消のために、男性は積極的に

育児休業を取得すべきだ
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その他

・男性・女性の区別なく希望した時に取得できる職場体制を作る。

・職場の人員確保も重要な問題。

・管理職の意識改革を図る。

・経済的支援。　　等

問１９　どのようにすれば、男性職員でも育児休業が取得できるようになると思うか（複数回答）

0 50 100 150 200 250 300 350

啓発活動を行い、「育児は女性の仕事」といった既存意識の改革を

図る

男性の育児休業取得を義務化する

男性育児休業者への職場配慮を義務化する

女性の管理職への積極的登用等、職場における職責や地位を向

上する

男性の育児休業は現在の職場風土になじむものではないため、ど

うしようもない

【参考：前回】

0 50 100 150 200 250

啓発活動を行い、「育児は女性の仕事」といった既存意識の改革

を図る

男性の育児休業取得を義務化する

男性育児休業者への職場配慮を義務化する

女性の管理職への積極的登用等、職場における職責や地位を向

上する

男性の育児休業は現在の職場風土になじむものではないため、ど

うしようもない
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問２０　現在措置されている育児や子育てに関する制度の認知度

【参考：前回】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

子の看護休暇

育児短時間勤務

男性職員の育児のための休暇

短期の介護休暇

産前産後休暇

妊娠者の通勤緩和休暇

育児時間

通院休暇

出産補助休暇

育児休業中の給与の扱い

部分休業

超過勤務・深夜勤務の制限等

生理休暇

育児休業中の掛金免除

育児休業手当金

育児誌の配布

対象者や手続方法も含

めて知っている

制度があることは知っ

ている

ほとんど知らない

知らない
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制度があることは知っ
ている
ほとんど知らない

知らない

 



問２０-２　現在措置されている育児や子育てに関する制度の利用実績

問２０-３　上記制度を利用した際、何か支障になったことはありましたか
①　育児休業

　　・休むと他の人に負担がかかる。　等

②　育児時間

　　・業務内容、業務量を配慮する意識が管理職に乏しい。

　　・仕事量が多くなかなか取れなかった。　等

③　育児短時間勤務

④　介護休暇

　　・取得の手続きが煩雑。

⑤　産前産後休暇

⑥　子の看護休暇

　　・０～２歳児はよく体調を崩すため、共働き家庭では日数が足りない。　２件

　　・領収書等必要で、通院しない日は利用しにくい。　　等

⑦　出産補助休暇

⑧　生理休暇

　　・名称を何とかしてほしい。　６件

　　・上司が男性職員の場合なかなか理解してもらえない。　４件　　等

　　・一人職種であるため、休暇に入るまでの仕事の引継ぎも大変で、体調が悪い時の休暇
　　も取りにくく、休暇に入るまでがつらかった。

　　・仕事で取れなかったときがあった。また、希望日に取る事が出来なかったときもある。

　　・アルバイト職員で対応し、業務遂行上停滞が生じた。正規職員によるバックアップ体制を。

　　・仮に育児時間をもらったとしても業務を減らしてもらえるとは思えず、利用しづらい印象
      が強い。　　等

男性
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5.7%
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0.5%

0.5%
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男性職員の育児のための休暇

超過勤務・深夜勤務の制限等

短期の介護休暇

女性

55.2%

20.3%

2.9%

15.1%

6.4%

4.7%

37.2%

34.9%

3.5%

27.9%
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育児時間

部分休業
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育児短時間勤務

超過勤務・深夜勤務の制限等

妊娠者の通勤緩和休暇

通院休暇

短期の介護休暇

生理休暇
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⑨　短期の介護休暇

⑩　男性職員の育児のための休暇

　　・業務が忙しくて全て使えない。職場により取れる取れないの差があるのは不公平に思う。

⑪　通勤緩和休暇

　　・仕事量が多くなかなか取れなかった。　３件

　　・職場の人数が少数であるため、取りづらく感じ取得しなかった。　　等

⑫　部分休業

　　・仕事が減らなければ結局休めない。　２件　　等

問２１　「子の看護休暇」の子の対象範囲（小学校就学前まで）についてどう思うか

その他

・子である以上年齢に関係なく取得できるべき。　３件

・対象年齢を限定するより、看護の必要性を重視する必要がある。　　等

その他

・看護に必要な実日数とすべき。　６件

・無給でもいいから期間を長くすべきである。

　　・配偶者の産前産後期間しか使えないので、ほとんど存在意義がない。育児休業を細切れで
　　使えるような、育児休業を改良したような制度であれば使いやすい。　　等

　　・介護休暇を取得したいと申し出たが、まだ年次休暇があると言われ、利用できなかった。
 　　等

・制度趣旨は理解できるが、現実には年次有給休暇で対応できるので個人的には不要だと思う。　　等

問２１-2　「子の看護休暇」の付与日数（小学校就学前までの子が1人なら5日、2人以上なら10
日）についてどう思うか

145

118

210

66

0

0 50 100 150 200 250

現行のまま（小学校就学前まで）でよい

小学校３年生までとすべきである

中学校就学前までとすべきである

高校就学前までとすべきである

３歳に達するまでとすべきである

252

118

127

17

0 50 100 150 200 250 300

現行のまま（小学校就学前までの子が1人なら5日、2人以上なら

10日）でよい

子の人数に関わらず一律10日とすべきである

子1人につき5日（1人なら5人、2人なら10日、3人なら15日、…）

とすべきである

子の人数に関わらず一律5日とすべきである
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その他

・急な介護状態にも対応できるようにすべきである。急な方が困る度合いが強い。

・要介護者の状態により配慮すべき。　　等

その他

・必要に応じた日数の付与。　４件

・不要。　　２件　　等

問２２　平成20年度及び平成21年度に取得したイベント年次有給休暇の日数は

問２１-4　「短期の介護休暇」の付与日数（要介護者が1人なら5日、2人以上なら10日）につい
てどう思うか

問２１-3　「短期の介護休暇」の取得要件となる要介護者の範囲（２週間以上にわたり日常生活
を営むのに支障がある者）についてどう思うか

266

169

47

20

21

0 50 100 150 200 250 300

現行のまま（２週間以上）でよい

１週間以上とすべきである

３日以上とすべきである

１日以上とすべきである

１ヶ月以上とすべきである

221

166

112

8

0 50 100 150 200 250

現行のまま（要介護者が1人なら5日、2人以上なら10日）でよ

い

要介護者の人数に関わらず一律10日とすべきである

要介護者1人につき5日（1人なら5人、2人なら10日、3人なら

15日、…）とすべきである

要介護者の人数に関わらず一律5日とすべきである

イベント休暇取得日数（回答数）

22

28

14

13

52

419

23

30

15

8
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420

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

1日

2日

3日

4日

5日

0日

平成21年度
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問２４　特定事業主行動計画及び次世代育成支援ハンドブックを知っているか

問２４-2　特定事業主行動計画についてどう思うか（知っている人対象）

「計画内容は良いが実行するのは難しい」又は「良い計画ではない」理由

・人員削減を行う反面、仕事量が増加している現状では、制度の利用に支障がある。　５件

・現実との乖離を解消する必要があると考える。　　４件

・各職場の業務内容や業務の性質が異なることから、一律に全ての職員が実行できるものかどうかは疑問である。

・趣旨は理解しているし、必要なものだと考えているが、休暇等を取得することだけが論点となっているようで、仕事への
配慮や組織としての支援体制が全く議論されていない。　　等

問２３　年次有給休暇等が安心して取得できるよう、所属内で相互応援体制が築けていると思うか

121

262

85

78

18

0 50 100 150 200 250 300

そう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

よくわからない

20%

7%

10%63%

どちらも知っている

特定事業主行動計画のみ知っている

次世代育成支援ハンドブックのみ知ってい

る

どちらも知らない

18%

36%
1%

45% よくできた計画である

計画内容は良いが実行するのは難しい

良い計画ではない

よくわからない
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（主な意見の種類）

手当、給付金の充実等 ５件 職場環境、人員、業務の見直し関連 ２４件

休暇制度等の新設・充実等 ３件 勤務時間の弾力化関連 ２件

地域ぐるみの支援関係 ６件 保育所・託児施設の充実 ３件

子育てに関する情報提供等 ２件 現行制度の充実・活用等 １２件

意識改革・啓発等 １０件

【参考：前回】

（主な意見の種類）

手当、給付金の充実等 １５件 人員、業務の見直し関連 １２件

休暇制度等の新設・充実等 １０件 勤務時間の弾力化関連 ８件

地域ぐるみの支援関係 ６件 保育所・託児施設の充実 ５件

子育てに関する情報提供等 ５件 現行制度の充実・活用等 ４件

問２６　その他、次世代育成や特定事業主行動計画に関することについて、自由な意見

男性 ２０歳台まで ７件 女性 ２０歳台まで ６件

３０歳台 ４４件 ３０歳台 １０件

４０歳台 ７２件 ４０歳台 ３９件

５０歳台以上 ８４件 ５０歳台以上 ４４件

【参考：前回】

男性 ２０歳台まで ２件 女性 ２０歳台まで １件

３０歳台 １７件 ３０歳台 ６件

４０歳台 １０件 ４０歳台 ４件

５０歳台以上 ２３件 ５０歳台以上 ６件

問２５　次世代育成を図るために充実させてほしい又は充実させるべきだと思う内容や制度等は何か

 



32 

最初に、回答者の御自身のことについてお伺いいたします

仕事と子育ての課題全般についてお伺いします

　問１ 性別 問１

■男性・・・1

■女性・・・2
　問２ 年齢層 問２

■～20代･･･１ ■30代･･･2 ■40代･･･3 ■50代～･･･4
　問３① 職務の級 問３①

■1級～主任（行政職、企業職）、教諭（教育職）、消防士～消防司令補（消防職）･･･１

■係長級、課長補佐（行政職、企業職、消防職）、指導・管理2級、指導・管理3級、幼稚園教頭･･2

■課長級以上（全職種）･･･3
　問３② 所属 問３②

■教育委員会･･･１ ■消防局･･･2

■水道局･･･3 ■交通局･･･4

■１～４以外･･･5
　問４ 配偶者の有無 問４

■有･･･１ ■無･･･2

（問４－２　配偶者有と回答した方へ、配偶者の就労状況について、お答えください） 問４-2

■正規社員・職員 ■民間労働者･･･１

■公務労働者･･･2

■自営業･･･3 ■パート・アルバイト等･･･4 ■専業主婦（夫）・無職･･･5
　問５ あなたは18歳未満の子どもを子育て（又は子育てを経験した）していますか。 問５

■現在子育て（養育）している･･･１

■今はいないが、過去に子育て（養育）経験がある･･･2

■子育て（養育）した経験がない･･･3

　問６ 仕事と家庭の夫婦の望ましい姿をどうお考えですか。それぞれ一つお答えください。 問６

■仕事に専念すべきである･･･１

■仕事を優先すべきである･･･2

■仕事と家庭を両立すべきである･･･3

■家庭を優先すべきである･･･4

■家庭に専念すべきである･･･5

■その他･･･6

　問７ 現在の職場環境や職場風土は、男性中心であると思いますか。 問７

■そう思う･･･１ ■ある程度そう思う･･･2

■あまりそう思わない･･･3 ■そう思わない･･･4

■よくわからない･･･5

　問８ 現在の職場環境や職場風土の中には、なお性差別が残っていると思いますか。 問８

■そう思う･･･１ ■ある程度そう思う･･･2

■あまりそう思わない・；・・３ ■そう思わない･･･4

■よくわからない･･･5

　問９

問９

■そう思う･･･１ ■ある程度そう思う･･･2

■あまりそう思わない･･･3 ■そう思わない･･･4

　問１０ あなたは、子育て中（又は妊娠中）の同僚や部下がいる場合、何らかの配慮や協力をしていますか。 問１０

■している･･･１ ■ある程度している･･･2

■あまりしていない･･･3 ■していない･･･4

（※この設問は子育て中及び子育てを経験した方へお聞きします。）

　問１１※ あなたは、子育てを理由として、上司や同僚から、何らかの配慮や協力を受けましたか。 問１１

■受けた･･･１ ■ある程度受けた･･･2

■あまり受けていない･･･3 ■受けていない･･･4

現在の本市の職場環境（人事制度等）は、仕事と子育てのための条件が、積極的に整備されていると思います
か。

妻：

尼崎市特定事業主行動計画に関するアンケート調査
（仕事と子育ての両立等に関する職員アンケート）

返信先：　ama-kyuyo@city.amagasaki.hyogo.jp

夫：

平成２２年８月　尼崎市特定事業主行動計画推進委員会

夫はこうあるべき

妻はこうあるべき

アンケート調査様式
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（※この設問は夫婦共に職を持って子育て中及び子育てを経験した方にお聞きします。）

　問１２※ 家庭と仕事の両立について、夫婦どちらに負担が大きいですか。 問１２

■主に妻の方が負担が大きい･･･１

■どちらともいえない･･･2

■主に夫の方が負担が大きい･･･3

  問１３

問１３

■各事業主は社会的使命として積極的に取り組むべきだ。　　　　　　　    　　 　　　　　 ･･･1

･･･2

･･･3

･･･4

･･･5

■　その他 ･･･6

育児休業制度についてお伺いします

それぞれ回答願います

（※この設問は子育て中及び子育てを経験した方へお聞きします。）

　問１４a※ 問14a
■取得したことがある。･･･１

■取得したことがない。

問14b
　問１４b※

■取得するつもりである。･･･１
■取得するつもりはない。

（※問１４abで１または２と回答された方へ）

　問１５※ （１の方へ）育児休業の取得に当たり、何らかの不安や抵抗はありましたか。（ありますか。）

（２の方へ）育児休業を断念した（断念する）理由としてお答えください。

■ある･･･１ ■多少はある･･･2 ■特にない･･･3 問１５

1　家計の収入

2　自分の担当業務への影響

3　職場や同僚への影響

4　上司の理解

5　やりがいのある仕事を中断することへの抵抗

6  将来の昇進等への不安

7  復帰後、職場環境や仕事になじめるかどうかの不安

8  職場の人間関係の悪化

9  仕事に関する知識・能力・技術等の低下

10 その他（ )

　問１６

問１６

１　業務遂行体制の工夫・見直し

２　職場の意識改革

３　休業期間中の経済的支援の拡大

４　育児休業等の制度の内容に関する情報提供

５　育児休業経験者の体験談等に関する情報提供

６　休業者に対する職場の状況に関する情報提供

７　職場復帰時の研修等の支援

８　その他（ ）

　問１７ あなたは、男性でも育児休業の取得が可能であることを知っていますか。 問１７

■知っている･･･１

■知らなかった･･･2

（問１７-2　「1」と回答された方へ、お聞きします。）

あなたは、配偶者が専業主婦（夫）であったとしても育児休業の取得が可能であることを知って 問１７-2

いますか。

■知っている･･･１

■知らなかった･･･2

■当時は育児休業の制度がなかった･･･3　　　→　　問16へ

■出産や子育ては個人の問題であり、国がこのような政策を行うこと自体がそもそも間違ってい
る。

あなたは育児休業の取得経験がありますか。

事業主行動計画をはじめとした、昨今の仕事と子育ての両立を職場自体が支えていこうという動きについてどう
思いますか。

■各事業主は労働者の意見を聞きつつ、他の事業所等と比較して不十分な施策に重点を置
いて取り組むべきだ。

■各事業主は、それぞれの事情に応じて出来る限りのことをすればよい。

■現状の諸制度、子育て環境の枠組みの中での環境づくりや意識改革につとめることが先
決、過剰な促進策は無意味。

■様々な障害があり結局取得を断念した。･･･2

あなたは将来、育児をすることになれば育児休業を取得するつもりですか。

　■様々な障害があり取得できそうにない。･･･2

（※この設問は既婚者で子育てが未経験の方又は将来結婚や育児を考えている方へお聞きします。）

育児休業の取得を促進するために取り組むことが必要と思われる事項として当てはまるもの全てを選択してく
ださい。
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　問１８

問１８

9　その他

　問１９

問１９

1　啓発活動を行い、「育児は女性の仕事」といった既存意識の改革を図る。

2　男性の育児休業取得を義務化する。

3　男性育児休業者への職場配慮を義務化する。

4　女性の管理職への積極的登用等、職場における職責や地位を向上する。

5　男性の育児休業は現在の職場風土になじむものではないため、どうしようもない

6　その他

子育てに関する諸制度についてお伺いします

　問２０ あなたは、次に掲げる現在措置されている育児や子育てに関する制度について知っていますか。

それぞれについて次の数字でお答えください。

■対象者や手続方法も含めて知っている･･･１ ■制度があることは知っている･･･2

■ほとんど知らない･･･3 ■知らない･･･4

（人事給与関係） 問２０

〇　産前産後休暇・・・・・・・・・・ 〇　男性職員の育児のための休暇・・・・・・・・・・・・

〇　育児時間・・・・・・・・・・・・・・ 〇　育児・介護を伴う超過勤務・深夜勤務の制限・・

〇　出産補助休暇・・・・・・・・・・ 〇　妊娠者の通勤緩和休暇・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〇　部分休業・・・・・・・・・・・・・・ 〇　通院休暇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〇　子の看護休暇・・・・・・ ・・・・・ 〇　育児休業中の給与の扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・
○　育児短時間勤務・・・・・・・・ 〇　短期の介護休暇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〇　生理休暇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〇　育児休業中の掛金免除・・ 〇　育児休業手当金･･･････････････

〇　育児誌の配布・・・・・・・・・・

　問２１ 問２１

■必要だと思う･･･１

■不要だと思う･･･2

（問２１-2　　問２１で「1」と回答された方へ、お聞きします。） 問２１-2

あなたは、「子の看護休暇」の子の対象範囲（小学校就学前まで）についてどう思いますか。

■現行のまま（小学校就学前まで）でよい･･･１

■小学校３年生までとすべきである･･･2

■中学校就学前までとすべきである･･･3

■高校就学前までとすべきである･･･4

■３歳に達するまでとすべきである･･･5

■その他 ･･･6

（問２１-3　　問２１で「1」と回答された方へ、お聞きします。） 問２１-3

■現行のまま（小学校就学前までの子が1人なら5日、2人以上なら10日）でよい･･･１

■子の人数に関わらず一律10日とすべきである･･･2

■子1人につき5日（1人なら5人、2人なら10日、3人なら15日、…）とすべきである･･･3

■子の人数に関わらず一律5日とすべきである･･･4

■その他 ･･･5

1　男性の育児休業など、全く理解できない。

国の行動計画策定指針では、男性の育児休業の促進も検討すべき課題とされていますが、男性が育児休業を
取得することについて、当てはまるもの全てを選択してください。

（                                                                                                         )

3　趣旨はわかるが、現状では男性の育児休業を受け入れる職場風土ではない。

あなたは、「子の看護休暇」の付与日数（小学校就学前までの子が1人なら5日、2人以上なら10日）についてど
う思いますか。

4　母親が育児休業を取得できない、止むを得ない事情なら、理解できる。

5　仕事への影響が低い方が育児休業を取得すればよい。

　（上記１以外の方へ）どのようにすれば、男性職員でも育児休業が取得できるようになると思いますか。

　当てはまるもの全てを選択してください。

8　 社会や職場の性別役割分担意識の解消のために、男性は積極的に育児休業を取得すべきだ。

2　趣旨はわかるが、育児の性別役割分担上、子どもにとって母親が休むのが望ましい。

あなたは、子の看護休暇制度（小学校就学前の子を看護等する場合、当該子1人なら5日付与、2人以上なら10
日付与）は必要だと思いますか。

（福利厚生関係）

6　収入への影響が低い方が育児休業を取得すればよい。

7　将来の昇進等に影響が少ない方が育児休業を取得すればよい。

（                                                                                                         )

 



　問２２ 問２２

■必要だと思う･･･１

■不要だと思う･･･2

（問２２-2　　問２２で「1」と回答された方へ、お聞きします。） 問２２-2

あなたは、「短期の介護休暇」の取得要件となる要介護者の範囲（２週間以上にわたり日常生活を

営むのに支障がある者）についてどう思いますか。

■現行のまま（２週間以上）でよい･･･１

■１週間以上とすべきである･･･2

■３日以上とすべきである･･･3

■１日以上とすべきである･･･4

■１ヶ月以上とすべきである･･･5

■その他 ･･･6

（問２２-3　　問２２で「1」と回答された方へ、お聞きします。） 問２２-3

■現行のまま（要介護者が1人なら5日、2人以上なら10日）でよい･･･１

■要介護者の人数に関わらず一律10日とすべきである･･･2

■要介護者1人につき5日（1人なら5人、2人なら10日、3人なら15日、…）とすべきである･･･3

■要介護者の人数に関わらず一律5日とすべきである･･･4

■その他 ･･･5

その他の項目についてお伺いします

　問２３ 平成20年度及び平成21年度にあなたが取得したイベント年次有給休暇（※）の日数をお答え下さい。

問２３

■平成20年度 1日・・・1 3日・・・3 5日・・・5

2日・・・2 4日・・・4 0日・・・6

■平成21年度 1日・・・1 3日・・・3 5日・・・5

2日・・・2 4日・・・4 0日・・・6

　問２４ 年次有給休暇等が安心して取得できるよう、所属内で相互応援体制が築けていると思いますか。 問２４

■そう思う･･･１ ■ある程度そう思う･･･2

■あまりそう思わない・；・・３ ■そう思わない･･･4

■よくわからない･･･5

　問２５ 問２５

■どちらも知っている･･･１

■特定事業主行動計画のみ知っている･･･2

■次世代育成支援ハンドブックのみ知っている･･･3

■どちらも知らない･･･4 →問26へ

（問２５-2　「1」もしくは「2」と回答された方へ、お聞きします。） 問25-2

■よくできた計画である・・・1

■計画内容は良いが実行するのは難しい・・・2

■良い計画ではない・・・3

■よくわからない・・・4

　【理由】　「2｣もしくは｢3｣と回答された方へ→その理由をお書き下さい。

       →理由をお書き下さい

   →問25-2へ

あなたは、特定事業主行動計画及び次世代育成支援ハンドブックを知っていますか。

あなたは、特定事業主行動計画についてどう思いますか。

（                                                                                                         )

あなたは、短期の介護休暇制度（要介護者を介護等する場合、要介護者1人なら5日付与、2人以上なら10日付
与）は必要だと思いますか。

あなたは、「短期の介護休暇」の付与日数（要介護者が1人なら5日、2人以上なら10日）についてどう思います
か。

（                                                                                                         )

（※）年次有給休暇のうち5日間について、家族行事、地域や友人との交流、旅行及び趣味等で取得する日を、
年度当初に年次有給休暇の理由欄に「イベント休暇」と設定し、取得した休暇
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　問２６

　問２７

ください。

 質問は以上です。ありがとうございました。（メールの方は右をクリックして、ファイルを添付の上、返信をお願いします。）

 返信先：　ama-kyuyo@city.amagasaki.hyogo.jp

その他、次世代育成や特定事業主行動計画に関することについて、自由なご意見があればお書き

次世代育成を図るために充実させてほしい又は充実させるべきだと思う内容や制度等がありましたら、その理
由と共にお書きください。
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